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�� 学生でない若年者について､ 将来の無年
金・低年金となることを防止するため､ 同
居している世帯主の所得にかかわらず､ ご
本人および配偶者の所得要件で保険料納付
を猶予し､ 後で追納できる仕組みが４月か
ら施行されました｡
対象は､ 30歳未満でご本人および配偶者

の所得が基準に該当する場合に申請に基づ
いて適用されます｡
なお､ この制度は平成27年６月までの措

置です｡
この納付猶予期間については､
①障害や死亡といった不慮の事態には障害
基礎年金また遺族基礎年金が支給される｡
②年金の受給資格期間に算入されますが､
老齢基礎年金には反映されない｡
③10年以内に追納ができ､ 追納された場合
は保険料納付済期間となる｡
など､ 学生納付特例制度と同じ扱いとなっ
ています｡

����

住民課保険年金係 ℡８２０－５６０４
(住民課)
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